
福島県からのお知らせ
R8.4版

　福島県では、子育て支援策の一環として、子どもや孫を育てやすい環境の確保に
寄与するため、県内に三世代以上の方が同居又は近居する住宅を取得した場合、申
請により住宅に係る不動産取得税の一部を軽減いたします。

～不動産取得税の軽減措置のお知らせ～

◇物置、車庫などの附属家屋に係る不動産取得税は軽減対象となりません。

◇三世代以上の方が『同居』する場合

　　　距離については地図の誤差等がありますので、地方振興局県税部へ御相談ください。

◇平成２９年４月１日から令和１３年３月３１日までに一定の要件を満たす住宅を
取得した場合に対象となります。

◇住宅を取得した日から６０日を経過する日までに、申請に必要な書類を住宅の所
在地を担当する地方振興局県税部に提出してください。
　※ 申請に必要な書類は、「裏面」をご覧ください。

◇福島県内の住宅を取得した場合に限ります。

◇中古住宅の場合は、原則として、昭和５７年１月１日以後に新築された住宅が対象とな
ります。
　それ以前に新築された住宅は、新耐震基準を満たしていることなどの要件を満たす必要
があります。

◇取得した日において三世代を形成していることが要件となります。

　住宅を取得した日において、取得者及び１８歳未満の方を含む三世代以上の直系

親族※１の方が、取得した住宅に居住すること。

◇三世代以上の方が『近居』する場合

　住宅を取得した日において、取得者及び１８歳未満の方を含む三世代以上の直系

親族※１の方が、取得した住宅及び近居する住宅※２に居住すること。

※１　直系親族とは、取得者、その父母、祖父母、子、孫などをいいます。

　　　直系親族の他、取得者の３親等内の親族の方も対象となります。

※２　近居する住宅とは、取得した住宅の敷地からの直線距離が２ｋｍ以内にある住宅を
　　いいます。

◇取得した住宅に係る不動産取得税の税率が２分の１（３％→1.5％）となります。

　※　軽減額が３０万円を超える場合は、３０万円が軽減額の上限となります。

◇取得した住宅の敷地（土地）に係る不動産取得税は軽減対象となりません。

◇三世代以上の方とそれ以外の方が共同で取得した場合は、持分により軽減されます。

◇ご不明な点などがありましたら、裏面の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。

三世代同居・近居住宅を取得する方へ



福島県　三世代同居・近居住宅

（http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/sansedai.html）

　不動産取得税は、登記の有無や有償・無償又はその原因（売買、贈与、交換な
ど。ただし、相続は除く。）にかかわらず、不動産（土地・家屋）を取得した方
に、その取得ごとに一度だけ納めていただく都道府県の税金です。

◇ご不明な点などがありましたら、住宅の所在地を担当する地方振興局県税部又は
県庁税務課へお問い合わせください。

　　　　福島県　税務課のホームページ

検索

申請に必要な書類

様式ダウンロードはこちら

※ 福島県ホームページからダウンロードできます。


